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倉敷市指定暑熱避難施設に関する運用マニュアル【民間施設編】 

（令和６年７月１日施行） 

 

 倉敷市が気候変動適応法で定める指定暑熱避難施設（以下「避難施設」という。）

の運用に関しては、原則次のとおりとします。ただし、貴施設においてより優れた環

境整備や運用が可能であれば柔軟に御対応ください。 

 

１ 施設管理者へのお願い 

  避難施設としての開放予定期間は毎年４月第４水曜日から１０月第４水曜日とし

ます。期間内は、既存職員が通常業務の範囲内で、休憩スペース利用者（以下「利

用者」という。）に対して次のとおり御対応ください。 

 

 ① 開放予定期間中に倉敷市から避難施設としての開放を求める場合（※）は、開放

日前日の午後３時頃に１回、また開放日当日の午前９時頃に１回、それぞれ事前

に登録された電子メールアドレスへ通知します。 

   また、通知が無い場合でも、可能な範囲で休憩スペースを設置し、利用可能な

環境整備に努めてください。 

  （※）暑さ指数（WBGT）が 35に達する場合に、国が「熱中症特別警戒アラー

ト」を発表した場合に限ります。 

   

 ② 開放予定期間中は、指定避難施設のポスターやアイコンマークを外から見える

場所に掲示しておいてください。 

 ③ 利用者の求めや健康観察の結果、個別対応が必要と判断された時は【別添１】

を参考に、救急車の要請や初期対応を可能な範囲でお願いします。 

  なお、判断に悩む場合は【別添２】救急アプリ「Ｑ助」の活用もご検討ください。 

 ④ 避難施設として、利用者が水分補給するための飲料水や冷却剤などの消耗品を

常備すべきものではありません。 

 ⑤ 利用者本人の個人情報や利用者数などの収集は不要です。 

 

２ 利用者への働きかけ 

  利用者が次のような行動をしている場合には必要な措置を講じてください。 

 

 ① 涼を取る目的で設定された区画は、原則誰でも利用可能な共用スペースである

ため「大声での会話や過剰な飲食などの迷惑行為」は控えてもらうようにしてく

ださい。 

 ② 個別セールスなど営業行為と疑われる場合は、速やかに注意をしてください。 
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【別添１】 
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【別添２】 

 

 


